
10広報すおう大島平成17年( 2005年)７月号

試試
験験

募募
集集

ボ
イ
ラ
ー
取
扱
技
能
等
講
習

○
普
通
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作

業
主
任
者
技
能
講
習

■
講
習
期
日
／

８
月
22
日
豺
〜
23
日
貂

■
会
場
／
山
口
県
社
会
福
祉
会
館

■
受
講
料
／
１
万
円

（
テ
キ
ス
ト
代
別
）

■
定
員
／
50
名

■
申
し
込
み
期
限
／

８
月
15
日
豺
ま
で

○
ボ
イ
ラ
ー
（
小
規
模
ボ
イ
ラ
ー
）

取
扱
技
能
講
習

■
講
習
期
日
／

８
月
29
日
豺
〜
30
日
貂

■
会
場
／
山
口
県
社
会
福
祉
会
館

■
受
講
料
／
１
万
円

（
テ
キ
ス
ト
代
別
）

■
定
員
／
50
名

■
申
し
込
み
期
限
／

８
月
22
日
豺

■
問
い
合
わ
せ
／

譖
日
本
ボ
イ
ラ
協
会
山
口
支
部

蕁
０
８
３
４
（
３
２
）
２
９
４
２

介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修

受
講
試
験

■
試
験
日
／
10
月
23
日
豸

■
対
象
者
／
保
健
・
医
療
・
福
祉

の
分
野
で
合
計
５
年
以
上
（
一
部

10
年
以
上
）
の
実
務
経
験
を
有
す

る
者

■
受
付
期
間
／

８
月
12
日
貊
〜
31
日
貉

■
受
験
手
数
料
／
７
０
０
０
円

（
山
口
県
収
入
証
紙
）

■
問
い
合
わ
せ
／

山
口
県
健
康
福
祉
部
高
齢
保
健
　

福
祉
課
介
護
保
険
室

蕁
０
８
３
（
９
３
３
）
２
７
７
４

柳
井
地
区
広
域
消
防
組
合
消

防
職
員
採
用
試
験

■
受
験
資
格
／

昭
和
57
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和

63
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

人
で
、
高
等
学
校
卒
業
程
度
以
上

の
学
力
を
有
す
る
人
。（
平
成
18

年
３
月
卒
業
見
込
み
を
含
む
。）

■
第
一
次
試
験
日
／

９
月
18
日
豸

■
試
験
場
所
／

柳
井
地
区
広
域
消
防
組
合

消
防
本
部

■
受
験
申
し
込
み
期
間
／

７
月
22
日
貊
〜
８
月
16
日
貂

午
後
５
時
ま
で

■
問
い
合
わ
せ
／

柳
井
地
区
広
域
消
防
組
合

消
防
本
部
総
務
課

蕁
０
８
２
０
（
２
３
）
７
７
７
２

第
18
回
サ
ザ
ン
セ
ト
音
楽
祭

洋
楽
の
部
出
演
者
募
集

■
日
時
／
11
月
６
日
豸

午
後
１
時
開
演

■
場
所
／
サ
ン
ビ
ー
ム
や
な
い

■
募
集
内
容
／

洋
楽
（
カ
ラ
オ
ケ
・
ロ
ッ
ク
等

を
除
く
）
演
奏
時
間
10
分
以
内

■
募
集
期
限
／
８
月
31
日
貉
ま
で

■
応
募
・
問
い
合
わ
せ
／

サ
ザ
ン
セ
ト
音
楽
祭
実
行
委
員

会
事
務
局

（
サ
ン
ビ
ー
ム
や
な
い
）

蕁
０
８
２
０
（
２
２
）
０
１
１
１

臨
時
保
育
ル
ー
ム

保
育
士
募
集

■
募
集
対
象
お
よ
び
業
務
内
容
／

県
内
各
地
で
県
が
主
催
す
る
行

事
等
の
会
場
内
に
設
置
し
た
臨

時
保
育
ル
ー
ム
に
お
い
て
、
直

接
子
ど
も
を
保
育
す
る
方

■
募
集
期
間
／
随
時

■
応
募
資
格
／

①
保
育
士
資
格
を
持
つ
方

②
現
在
、
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定

す
る
保
育
士
を
養
成
す
る
学
校
等

の
施
設
に
所
属
し
、
１
年
以
上
修

業
し
て
い
る
方

■
問
い
合
わ
せ
／

山
口
県
健
康
福
祉
部

児
童
家
庭
課

蕁
０
８
３
（
９
３
３
）
２
７
５
４

火葬施設の使用について、住民の皆様の電話による仮
予約を可能とし、できるだけ使用施設の希望に添えるよ
う次のとおりとします。
◎予約
火葬場・斎場の使用を電話で仮予約できます。
大島火葬場の使用は、大島総合支所へ蕁７４‐１００１
久賀火葬場の使用は、久賀総合支所へ蕁７９‐１０００
橘斎場の使用は、橘総合支所へ蕁７７‐５５００
火葬施設の使用について旧町外の施設の申し込みがで

きます。
※ただし、旧町外の火葬施設の使用を希望される際には、
民間の霊柩車を使用いただくこととなります。
◎死亡届出・火葬申請
死亡届出と火葬の手続きについては、亡くなられた方

の住所を管轄する旧町を単位とした総合支所へお越しく
ださい。
■問い合わせ／生活衛生課蕁７８‐１１１３

火葬施設の使用について


